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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

招 集 日 時 平成29年11月24日（金） 午前9時30分 

開議・閉議 午前9時32分 開会  ～ 午前10時47分  閉会 

場所・形態 委員会室A・B 閉会中の開催 

出 席 委 員 委員長 尾川直行 副委員長 立川 茂 

 委員 田口健作  掛谷 繁 

  守井秀龍  川崎輝通 

欠 席 委 員 なし    

遅 参 委 員 なし    

早 退 委 員 なし    

列 席 者 等 議長 鵜川晃匠 副議長 橋本逸夫 

 委員外議員 なし   

 紹介議員 なし   

 参考人 なし   

説 明 員 議会事務局長 草加成章 議会事務局次長 入江章行 

 議事係長 石村享平 議事係主査 青木弘行 

傍 聴 者 議員 なし   

 報道関係 なし   

 一般傍聴 なし   

審 査 記 録 次のとおり    
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              午前９時３２分 開会 

○尾川委員長 ただいまの御出席は６名です。定足数に達しておりますので、これより議会運営

委員会を開会いたします。 

 それでは、お手元の資料に従って進めていきたいと思っております。 

  ************************* 議会の運営に関する事項についての調査研究 ************************** 

 まず、議会運営に関する事項についての調査研究ということで、事務局から。 

○石村議事係長 それでは、１１月第５回定例会の運営について御説明申し上げます。 

 本定例会につきましては、２２日に招集告示と議案発送がなされております。 

 それでは、総括日程表について御説明申し上げます。 

 総括日程表の案をごらんいただきたいと思います。 

 ９月定例会の閉会後に予定として日程の御協議をいただいておりますとおり、会期につきまし

ては、１１月２９日から１２月２０日までの２２日間の案といたしております。１１月２９日の

開会日につきましては、別紙により、後ほど詳細を説明させていただきます。 

 日程表に戻っていただきまして、一般質問ですが、１２月６日からの３日間とし、通告された

全ての質問を終えた後に議案の質疑、委員会付託、請願の上程と委員会付託を行うこととしてお

ります。 

 また、通常どおり、質問議員数をあらかじめ御決定いただき、予告周知をいたしたいと考えて

おります。質問者数については、１１名から１３名を想定して、日程表内に案としてお示しして

おりますので、あわせて御決定を願います。 

 病院事業管理者への質問についてでございますが、患者様の診察をされていらっしゃいますの

で、通告がございましたら、質問日を指定して出席をお願いしたいと考えております。なお、指

定は定例会第１０日目、一般質問３日目にお願いしたいと思います。つきましては、通告時に引

かれるくじにかかわらず、病院事業管理者への通告がある方は３日目に繰り下げてお願いをいた

します。通告者の総数、また病院事業管理者への通告者数によっては、再度議会運営委員会で御

協議をいただく場合がございますので、御了承願います。 

 全ての一般質問を終えましたら、議案の質疑、請願の上程、紹介議員の紹介、議案等の委員会

付託を８日行い、休会日の１１日から１４日に総務産業委員会、厚生文教委員会、１８日に予算

決算審査委員会を開催いただいて、１９日を委員会の予備日とし、定例会最終日を２０日といた

しております。 

 次に、レジュメに戻っていただきまして、付議事件でございますが、市長提出議案が２５件で

ございます。内訳はレジュメに記載のとおりでございます。 

 また、９月定例会で継続審査となっておりました一般会計の決算が、閉会中の委員会で結審さ

れておりますので、予算決算審査委員長から報告を行っていただきます。 

 それから、レジュメには載せておりませんが、新規に受理した請願が１件ございます。 
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 付議事件については以上でございます。 

 議案等の審議方法でございますが、報告第１３号を除き所管の常任委員会への付託審査といた

しております。報告第１３号につきましては、質疑終了をもって議了となります。付託案件は、

別添の委員会付託案件表（案）及びレジュメにあります請願文書表（案）のとおりでございま

す。 

 付託案件のうち議案第１００号一般会計補正予算につきましては、分科会を設置せず、１８日

の予算決算審査委員会において御審査をいただきたいと思います。 

 また、議案第１０９号備前市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を廃止する条例

の制定につきましては、議決に当たっては地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第

２項の規定によりまして、教育委員会の意見を聞かなければならないこととなっておりますの

で、前回同様に文書で照会をかけたいと考えております。本議案の担当は、けさ確認しましたと

ころ、前回同様、特例条例の制定の際と同様に行政改革担当と伺っておりますが、教育委員会の

意見を委員会で聞くなど、審査の都合上、前回は教育委員長に委員会へ出席していただいて御意

見をいただいた経過もございますので、厚生文教委員会に付託してはと考えております。このあ

たりは御協議をいただきたいと思います。 

 次に、議案第１１１号第２次備前市総合計画後期基本計画についてでございますが、この計画

の大もとは平成２５年９月に策定された総合計画でございまして、市長交代後の変更点が今回の

審査対象と考えたこと、また変更点については閉会中に議会の意見を聞く機会があったことなど

から、総合計画を担当している企画課を所管する総務産業委員会への付託審査と考えてはおりま

すが、委員会審査において、全ての範囲についての説明員の出席を要求されるということになり

ますと、審査方法等を御検討いただく必要があるかと考えております。 

 次に、一般質問の通告期限につきましては、定例会第２日目、１１月３０日の午前１０時、質

疑の通告期限につきましては、定例会第６日目、１２月４日午前１０時といたしております。 

 会議録署名議員は、１４番橋本議員、１５番津島議員、２番森本議員にお願いしたいと考えて

おります。 

 それでは、初日の日程を御説明申し上げます。 

 別紙の第１日目の日程表をごらんください。 

 定例会の開会に当たりまして、議長、市長、教育長から諸般の報告をいただき、会議録署名議

員の指名、会期の決定の後、日程３で閉会中に結審された継続審査案件について予算決算審査委

員長からの報告をいただき、質疑をお受けいただきます。委員長報告書につきましては、別添の

とおりでございます。 

 日程４で一般会計決算の討論、採決、日程５で市長提出議案を一括上程の後、市長から提案説

明を行っていただきます。提案理由の説明の後、先ほど議案の審議方法で御説明申し上げました

が、議案第１０９号の審査に当たっては、議長より文書をもって教育委員会に照会し、回答を求
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めることとする旨の御提案をいただきます。本会議でこれを御了承いただきましたら、会議終了

後、事務局より教育委員会に文書を発送し、本案の委員会付託前に教育委員会から回答をいただ

くよう手配をしたいと考えております。なお、照会文書の内容は議長に御一任をいただきたいと

思います。 

 その後の手続を申し上げますと、教育委員会からの回答を受理いたしましたら、１２月８日の

質疑日に、本会議において議長より教育委員会からの回答についての御報告をいただいた後に、

厚生文教委員会へ議案を付託するよう考えております。 

 レジュメの最後、その他でございますが、１０月、１１月で総務産業委員会、厚生文教委員会

において行政視察を実施されましたので、定例会中に各委員会からの報告を予定しております。

最終日に日程をいただきたいと考えております。 

 また、今国会に提出される給与法と退職手当法の改正に伴う諸議案が、会期中に提出される見

込みであるとのことでございます。追加で提出された際は、改めて議会運営委員会の開催をお願

いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 １１月第５回定例会の運営については以上でございます。 

○尾川委員長 何か御質問はありませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

 ちょっと気になるところが、一般会計補正予算は分科会を設置しない、第１００号ですか、設

置しないというところがあるんですけど、それでよろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それから、第１０９号の教育委員会の意見を聞くことについて、文書照会というふうな説明が

あったんですが、厚生文教委員会で誰に出席してもらうんですかね。 

○石村議事係長 平成２７年に特例条例が制定されまして、文化に関すること、スポーツに関す

ることが教育委員会から市長部局に移管された際の議案審査に当たっては、担当は行政改革担当

だったんですけれど、厚生文教委員会に付託をいただいて、当時、教育委員長に委員会へ出席を

いただいたという経緯がございますが、法律が改正されまして、現在は教育長が代表ということ

になっておりますので、厚生文教委員会に付託されましたら、教育長にそのままお答えをいただ

けると考えております。 

○尾川委員長 そういうことでよろしいですか。 

○掛谷委員 厚生文教委員会で付託を受けて、教育長が出席をして説明すると思うんですけど

も、この教育委員会の職務権限というものはそういうものであって、特例的にそういうことが市

長部局に行ったり教育委員会に行ったりするときに、本来ならばこれは教育委員会でも総合教育

会議の絡みなのかなと思う。平成２７年にそういうことがあったということですので、そういう

ことが必要だから出てきていると思うんですけど、それをもう少しわかるように説明はしてもら

えんのんじゃろうか。こういう手続がなぜ必要なのかというの。ちょっとようわからん。 
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○石村議事係長 手続が必要な理由ということですかね。 

○掛谷委員 はい。 

○石村議事係長 なぜ移管されるかというのは、私どもではわかりませんけれど、手続が必要に

なりますのは、先ほど申し上げました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第２３条で、

地方公共団体はスポーツに関すること、文化に関することを所管することができるという法律が

ございまして、その第２項で、議会がそれに関する条例の制定、または改廃を議決する前に地方

公共団体の教育委員会の意見を聞かなければならないという法律に基づいて、今回意見を聞いて

審議をしていただくということでございます。 

○尾川委員長 よろしいですか。 

○掛谷委員 よろしいです。 

○尾川委員長 まあ、慎重にやってください。ころころころころ組織変えるのおかしいからね。 

 それから、ほかには、今さっきありました追加議案の予想がされとるということなんで、いつ

も指摘してきとんですけど、議会中に出しゃあええというんじゃなしに、できる限り速やかに出

していただくように、よう執行部のほうへ議長を通して通告してください。 

 ほかには何かございませんか。よろしいですか。 

○守井委員 委員長、議案第１１１号第２次備前市総合計画の件について、どうなるかという感

じなんですが。 

○尾川委員長 ちょっと、私もそれちょっと聞きたいことがあったんですけど、事務局の考え方

を答弁してもらえますか。 

○石村議事係長 先ほど申し上げましたとおり、本案については、もとの計画については平成２

５年に御審査をいただいている第２次備前市総合計画でございます。ここで市長がかわられたと

いうことでの後期基本計画案については、これまでの常任委員会へもアンダーラインを引いて変

更箇所を明らかにされた書類が前もって提出をされていると思いますので、全体の審査というよ

りも変更点の審査ということ、それから閉会中の委員会でも議会の意見を聞いていただくという

ことで前もって提出されておりましたことから、企画課の担当ということで、総務産業委員会に

て付託審査してはいかがでしょうかと事務局は考えておるんですけれど、今回の議案を最初から

全ての審査をされると言われると、全ての説明員をお呼びすることになりますので、総務産業委

員会１日ではできません。そういった審査が必要であるならば、別の方法を御検討いただく必要

があるということでございます。 

○尾川委員長 説明がありましたが、何か意見はありませんか。 

○掛谷委員 これは厚生文教委員会の所管部分も当然入っているんで、企画課が取りまとめの担

当ということで総務産業委員会に付託というのはわかるんだけど、中身を見るともう全般にわた

っていますんでね。だから、アンダーラインがあるところは当然関係するんで、全員でやられた

ほうがいいんじゃないかなと思うんですけど。この件について、総務産業委員会だけで終わると
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いうのはどうかなとは思うんですけどね。全般にかかわることになっていると思いますけどね。 

○尾川委員長 ほかの委員の方の御意見ありませんか。全体、根幹をなす総合計画ですから、や

っぱり総務産業で責任を持ってやってもらやあええんですけど、今言う指摘は……。 

○川崎委員 私は、全体でやるんだったら特別委員会を設置して、じっくりこういう計画という

のはやっぱり練るべきだと。いろんな視察へ行っても、何年計画でじっくり、市民の意見を聞い

たり、各種団体から聞いたりして、煮詰めて、ほんまに実施しようという意欲が生まれるよう

な、そういう企画を練るべきだと思います。そういう意味では、やっぱり特別委員会をつくっ

て、この会期中に決めたらええというようなものじゃなくて、閉会中も含めて特別委員会で審議

しながらやって煮詰めたほうがいいんじゃないかなと。だから、別に来年３月議会ぐらいまで

が、逆に言えばもっとゆっくりして５月の選挙を受けた後、新人もいなくなる人も、私も含めて

そうかもわかりませんけど、やっぱりそれぐらいの日程尺度でじっくりやったほうがいいと思う

んですけど、何か期限があるならその期限内に特別委員会を何回も開いてやっていくべきだろう

というふうに思いますが。 

○尾川委員長 事務局、要するに今の提案は全体でやったほうがええと。特別委員会を設置して

取り組んだほうがええという御指摘があったわけですが、要するに議決まではどの程度余裕があ

るんかと。執行部は会期中にすぐ議決が必要ということだと思うんですけど、そのあたりどんな

んですか。わかります。 

○石村議事係長 この後期基本計画については、２９年から３２年までというふうになっており

ます。そういう意味では期間はあるんですけれど、既に計画期間に入っているということですの

で、時間をかけると言われましても、新しい期の議員さんでというわけにはいかないと思いま

す。 

 それから、特別委員会の設置というお話が出たんですけれど、議案を審査するために全員をも

って構成する委員会というのは、現在、予算決算審査委員会しかございませんので、この議案第

１１１号を審査するための特別委員会となれば、確かに設置が必要になると考えます。ちなみに

平成２５年に第２次備前市総合計画を御審査いただいた際には、やはり議長を除く全議員さんで

議案を審査する特別委員会を立ち上げられて、分科会方式で御審査をいただいた経緯がございま

す。 

○尾川委員長 そういう説明があったんですけど、まず特別委員会の設置をどうするか。 

○田口委員 特別委員会をつくったら大きく変えられるというもんじゃないと思うんです。確か

に厚生文教委員会にも絡んどると、現実そうだとしても、そんなに大きく変えられないわけです

から、私は、今の事務局提案の総務産業委員会で付託審査してほしいということでいいと思うん

ですよ。 

○尾川委員長 ほかの方はいかがですか。 

○守井委員 字句の訂正というような言い方をされたんじゃけど、これちょっと見ると訂正はな
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いんじゃけど、どんなんですかね。 

○石村議事係長 これは議案ですので、正誤表というのはありませんし、新たな後期基本計画と

いうことなんですけれど、９月定例会前に、パブリックコメントにかける前だったと思うんです

けれど、第２次総合計画の改正箇所がわかるような後期計画のパブリックコメント用の案を議員

さんにも見ていただいて、委員会等でいただいた御意見を可能な限り反映されていると考えてお

ります。 

 ただ、厚生文教委員会で、市民生活部、保健福祉部分については定例会中には調査をされてい

ないと思います。 

○尾川委員長 どんなですか、どうします。 

○守井委員 その訂正の前の案を見たけど、何カ所かだけというようなことになっていたと思

う。そう全部を変えるというような計画ではなかったし、総務産業委員会でも調査したような感

じがあるんで、総務産業委員会への付託でいいんじゃないかと思いますけどね。 

○尾川委員長 どんなですか。 

○川崎委員 本当に、前回いただいて私もちょっと見させていただいたんですけど、事務局の言

うとおり、前回、皆さんチェックしてくださいというお話があって、今回議案になったわけなん

で、そのときに、まあ出せばいいんでしょうけど、気になったところは総務産業委員さんにお願

いして審査してもらうという形で、総務産業委員会への付託でいいと思いますが。 

○尾川委員長 意見が分かれとんですけど。よろしいですか。 

○守井委員 アンダーラインが入ってないからわからんけどな。ざっと見たときには余りはなか

ったから。だから、それを見比べるような感じにしてみりゃあええが。 

○尾川委員長 ほんなら、いいですか、もう提案どおりで。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それじゃあ、総合計画については総務産業委員会へ付託するということで進めさせていただき

ます。 

 ほかには何かございませんか。 

○石村議事係長 総合計画については、総務産業委員会に付託いただくということなんですが、

審査範囲が市政全般に渡りますが、全ての説明員をお呼びするというのは、ここではお約束でき

ません。もちろん、審査の中でこの方を呼んでほしいということがあれば調整はいたしますが、

審査範囲に合せて、全ての説明員を入れかえながら審査ができるというお約束はできませんの

で、よろしくお願いいたします。 

○尾川委員長 総務産業のほうはいいですか、委員長おらんですけど。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 じゃあ、そういうことで、私はちょっと個人的には納得しがたいんですけど、委員長の判断を

待っていきたいと思っております。 
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 ほかには何かございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次です。 

○石村議事係長 請願・陳情の受理状況でございますが、済いません、レジュメがちょっと変更

になっておりまして、新規に受理した請願はありませんと書いてありますが、実は２２日に新規

受理が１件ございました。請願第１５号心身障害者医療費公費負担制度の拡充に関する請願でご

ざいます。紹介議員さんは森本議員さんで、厚生文教委員会に付託してはと考えております。 

 それから、さきの定例会以降受理した陳情につきましては、４件ございまして、記載のとおり

でございます。 

○尾川委員長 何か、今の説明ありましたことについて御意見はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 この請願の文書表というか、文書はまだ出てこんのかな。それはええんかな。 

○石村議事係長 請願書の一部に修正が出る可能性があるということで、まだ、成文ができてお

りません。上程前ですので、請願者の調整ができ次第、議長許可で訂正したものをお配りしたい

と考えております。 

○尾川委員長 それは通るんじゃね。ここの議運に出てきていない、正式な文書で出ていないも

のを議論してもええんかな。 

○石村議事係長 一旦受理はいたしておりますので、お配りができないということでございま

す。 

○尾川委員長 まあ、個人的に言うんじゃねえけど、やっぱり文書配付をせんと。何でもかんで

もありにしたらだめなんじゃねんかと思うけどな。よう議長と相談して、そりゃあ。こんなもの

は、議運の権威がなくなるがな。何でもかんでも……。 

              〔「書類がない」と守井委員発言する〕 

 そう、書類がないようなものをどんどん行きょうたら。相手見てやるんかということになって

も困るからね。 

○守井委員 今出とるやつ出したらええんじゃねん。 

○石村議事係長 請願書の原本をコピーして配付させていただきます。 

○川崎委員 本会議までに変更になるかもわかりませんけどええ。どっちにしろ……。 

○尾川委員長 隠すことはねえ。受けとんじゃったら。 

 ちょっと、ほんなら暫時休憩します。 

              午前 ９時５９分 休憩 

              午前１０時０５分 再開 

○尾川委員長 それでは、再開いたします。 

 お手元に請願書の写しが参っておるんですが、受理の問題について、何か御意見ありました
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ら。 

○川崎委員 どこがおかしゅうて訂正しようというんか、その説明受けんとわからまあ。 

○石村議事係長 この請願書ですけれど、請願事項は制度の名称を変更してくださいということ

ですが、内容については心身障害者医療公費負担金制度の中に精神障害者を入れてほしいという

請願でございますので、請願文書表で心身障害者医療費公費負担制度の拡充等に関する請願にし

て、請願事項は名前も変えてほしい、制度も拡充してほしいというふうに書かれたほうがいいん

じゃないでしょうかという御提案をさせていただいたものです。ですから、請願書の内容自体が

変わるものではないので、このままでいいと言われたらもうこのままにしますけれど、訂正して

提出がされてもお受けするつもりでおります。 

○川崎委員 ようわからん。 

○掛谷委員 請願事項の中で名称の変更だけなんだけど、この公費制度の拡充を求めていくとい

うことを書いたほうがいいんじゃないかというアドバイスをもろうとるから、じゃあそれをとい

うことで、ちょっとおくれていますけども、内容的にはもう……。 

              〔「変わらんと」と呼ぶ者あり〕 

 うん。この請願者の人がわからんかったんです、要はこういうものを出すに当たって。だか

ら、ちょっとそれがおくれているという。 

○川崎委員 じゃから、出たんじゃから、訂正したやつを本会議に出すということでええんじゃ

ないですか、委員長。 

そう中身は変わらん言よんじゃから。 

○田口委員 私はよろしいです。 

○尾川委員長 よろしいですか。前例になるんでね。だから、出したわ、また訂正かけるという

ようなことが可能なんかどうかというのを今後の問題として。 

 よろしいですか、それで。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○守井委員 請願文書表にある心身障害者医療費公費負担制度の拡充等に関する請願にしてもろ

うときゃあええんじゃないん。 

○川崎委員 そうじゃな。ほんなら、すぐ出せるが。 

 それぐらい紹介議員の意向で、文書ぱっと変えて、受け付け印もう一回押しゃあええんじゃね

んかな。何で難しゅうなるかな。 

○掛谷委員 時間的にそごがあったんで。 

○守井委員 いやいや抜本的に、賛成が反対に変わるとかというんじゃったら、そりゃあ受け付

けられんけど、ほとんど何か表現の違いだけで、よりわかりやすくしょんじゃからええんじゃね

んか。ここへ書いとるレジュメのとおりでええ言うんじゃから、それに変えりゃあ、この文章よ

り短うなるぐらいじゃが。 
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○尾川委員長 ほんなら、もうこれ返そうか。 

○川崎委員 返して、すぐこの文章に変えて出してくりゃあええが。 

○石村議事係長 そういった意味で原本はお配りしなかったということです。 

○尾川委員長 ああ。 

○川崎委員 原本見たらようわかったんじゃからええが、それで。皆、納得言よんじゃから。 

○尾川委員長 一応もう回収してということにします。 

 よろしいですか、請願については。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように取り扱いをいたします。 

  ************************* 議長の諮問に関する事項についての調査研究 ************************** 

 次の、議長の諮問に関する事項についての調査研究のうち、議会基本条例について。 

○石村議事係長 さきの議会運営委員会で、議会基本条例の制定に向けてのスケジュールを提示

するようにという指示をお受けしておりました。これを平成３０年の３月定例会での議決を目指

すとすれば、非常にタイトではありますが、お配りしたスケジュールになるのかなと。この定例

会中には案文ができて、パブリックコメントを実施して、その後の市民意見交換会とか市民説明

会とかというのは必要かどうかわかりませんけれど、他市を参考にするとそういうこともやって

いるところもあると。それから、２月にはパブリックコメントの意見を公表して、最終案を議会

運営委員会で御決定いただくと。それで、３月定例会で議会運営委員会からの発議、６月１日か

らの施行と考えております。 

 議会運営委員会の案をつくっていただくに当たりましては、基本条例に規定すべきルールにつ

いての意見交換は当然必要だろうと思いますし、前回の北海道の栗山町議会、可児市議会等の条

例案を資料としてお配りもしておりますので、御参考にしていただきながら、意見交換をしてい

ただく必要があるかと。 

 それから、基本条例を制定していない市議会のほうが県内でももう少ないといった状況であり

ますので、これから立ち上げる以上は、備前市議会の特色といったものはやはり出していかない

と、どこかの条例を写したようなものというわけにはいかないのではと考えております。 

 それから、取り組み済み事項の検証ということで、基本条例の中には、新たに取り決めること

も当然あるんですが、議会報告会を初めとして備前市議会の場合は既に取り組み済みの事項もあ

りますので、そういった議会報告会や政務活動費でありますとかの、現状をそのまま続けていく

ことでいいのかどうか、ルール化に当たって検証が必要ではないかと考えております。 

 事務局からは以上でございます。 

○尾川委員長 何か御意見がございましたら。 

○守井委員 御存じのように、来年の５月に改選ということになるんで、やはり実際にこの条例

を運用するのは来期以降の方々ということになります。そういった意味では来期のメンバーにお
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いて決定をするというほうがいいんじゃないかと思うので、私の考え方からすれば、この３月定

例会で発議、可決ということになっておりますけれども、これは９月ぐらいのほうがいいんじゃ

ないかという感じで思いますけれど。 

○尾川委員長 ほかの方は何か御意見ありませんか。 

○掛谷委員 守井委員が言うように、改選してからの発議、可決と、今期の３月定例会の議会運

営委員会の発議、可決というのがありますね。そこは６月になるんですけど、決めたものを次に

送って条例施行ということは、新しい議員さんに話が入らんわけですね。もう議決したものを施

行が６月１日ですから。我々が決めてしまうという、守井委員は決めるのは新しい議会で決める

と。それがいいのか、決めたものを送るのかというのは大きく違うんで、そこはちょっと議論を

したほうがいいんかと思います。私個人は、もう決めておいたほうがいいんじゃないかなと、こ

のとおりでいいんじゃないかなと私は思っております。 

 ただし、猶予を、６月１日施行が、新しい人たちがこれはちょっとというふうに言われた場

合、口を全然挟む余地がないというのがちょっと気になるなというところがあって、９月条例施

行というのは、そういう意味では、決めておいて、その余裕はあげてもいいんじゃないかなと。 

○川崎委員 いやいや、新人議員を考慮するなら６月定例会、なったばっかりだけど、まあ新鮮

な気持ちで基本条例見て、６月定例会で決めて９月実施ぐらいでええんじゃないかなと思う。 

○掛谷委員 僕もそれがいいんじゃないかとは思う。 

○尾川委員長 それじゃったら、前と話が違うが。 

              〔「いや、そうだけど、違うんだけど」と掛谷委員発言する〕 

 全然話にならんが。決めたことが守らりょうらんが。 

○田口委員 いやいや、私は個人的にはつくる必要ないと。長野市議会で質問したら、いや市民

のためには何もならんと。それは議会改革度を上げるためにするんじゃないかと思う。だけど、

皆さんがやりましょうというて言うから、私、何も言わずに寄っとんですよ。みんながせんか言

よんのを、私はこうじゃと言うてもしょうがないから。そういうことで進んできたんじゃから、

３月に当然決めるべきです。改選後におるかおらんかわからんから、話を先に延ばしてと言うん

じゃったら、今まで何のために視察に行ったりしてきたんならということになるが。じゃから、

ぜひとも３月にして、もうそりゃあするんなら、６月の施行を９月に延ばしたからというて、何

も変わりゃあへん。変えたかったら新しい議員さんでそれをまた条例改正すりゃあええ。できた

ら３月に今までどおり、私はつくるんだったらつくってほしいです。 

○尾川委員長 ちょっと代わってください。 

              〔委員長交代〕 

○立川副委員長 委員長かわります。 

○尾川委員長 今、田口委員が言われたような意見もあるんですけど。私も個人的に言うたら、

いろいろ本当に、今さら基本条例つくるんかつくらんのんかという問題もあるんですけど、やは
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り一般的に、いろいろ知識人に聞くと、まあつくったほうがええだろうというのが常識的です。

それに今まで議運で何回も、議会基本条例の調査に行って、ええかげんには結論出してやってい

かんと。今言われたように、新しい議員がどうもこれは議会改革になってねえというんなら、そ

こで変えていきゃあええわけですから。だから、今まで積み重ねてきた備前市議会のあり方を総

括してまとめてルール化するという意味でやるべきです。大変だけどやるべきだと私は思いま

す。 

              〔委員長交代〕 

○川崎委員 中身の問題で、やっぱり視察に行って私は、１回目は３０分、質問時間が短いんじ

ゃけど、２回目が答弁を含めてということになると、答弁を長々とやられたら、再々質問やこう

ほとんどできなくなるわけですよ。そういう意味では、ちゃんと質問だけ３０分とか、答弁含め

て再質問は１時間とか、そういうふうなことをやっているところがあるんで、ぜひ基本条例つく

るなら、そういう議員の一番の基本は一般質問などが重要な権利なんで、そういう時間の問題、

制限の問題も基本条例の中ではちゃんと明確に、より議員が本会議で活躍できるような考慮はぜ

ひ。せっかくつくるんであればやってほしいと思います。 

○尾川委員長 そういういろいろ意見があるんですけど、いかがいたしますか。このスケジュー

ルの提案。 

○掛谷委員 じゃあ、何で６月１日の施行なんでしょうか。４月１日でもいいんじゃない。決め

るんですから。決めてしまうんじゃったら。パブリックコメントも前段で聞いているし、３月議

会で発議、可決するんでしょ。４月にはできるじゃないですか。６月１日施行ということで改選

後になってくるから、かかわってくるんじゃないかなと思よんですよ。それを言よんです。３月

に決めてしまやあ、もうそりゃあ関係ないんじゃから。６月から改正をするんじゃったら、新た

な議員が、決まっとることについて、ああええんじゃねんかと言うたらそれでええし、いやこれ

はちょっとと言うたら、また特別委員会でも何でも、議会改革委員会でもすりゃあええけど、６

月１日になるから私はそのようにちょっと思うとるわけですよ。４月１日でも別に、問題はない

でしょ、事務局。 

              〔「現議員で１カ月半、実施できるよな」と川崎委員発言する〕 

 ちょっとそれも。６月１日じゃから、ちょっと私はそういうような配慮をしたんかなと。 

○尾川委員長 何か事務局ありますか。 

○草加議会事務局長 今回、制定までのスケジュール案ということで示させていただいておりま

すので、こういったスケジュール全般についても、あるいはパブリックコメントを求めるかどう

かということについても、この議会運営委員会で委員さんの議論の中で決めていただければ、い

いんじゃないかと思っています。これはあくまでもたたき台ということで出させていただいてい

るわけですから、これに従ってやらなければならないということはありませんので、その点は御

理解いただきたいと思っています。 
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○守井委員 あくまでもそりゃあ前向きに進めていくわけですから、それを生きたものにしてい

くためには、自分たちが素案ぐらいまでをまとめておいたほうがいいんじゃないかな。やっぱし

過程がいろいろありますから、その素案まではきちんとつくっておく。決定するのは次期の議員

でという考え方。だから、素案までは固めておくということは当然だというふうには思っていま

す。今まで議論をやってきたわけですから。 

○田口委員 いやいや、素案つくって次に任すんだったら、もうつくらんでもええ。誰もこれ

は、あんたらがつくったんでとは言うてくれりゃあへん。言うてみるだけ。自己満足の世界。４

月１日、６月１日、その掛谷委員が言われた施行日、それはどっちでもええんじゃけど、とにか

く来年の３月までにつくるかつくらんかということについては、私はつくるべきだと思う。 

○掛谷委員 私も賛成です。 

○川崎委員 前回の議運では、３月までに現職議員でやろうという話で。 

○田口委員 だから、私も川崎委員の話に乗った。 

○掛谷委員 それで行きましょう。 

○守井委員 ３月までにと決めとったかな。 

○川崎委員 あったよ。議論したよ。そこまでは議会事務局も一緒じゃけど、６月１日に実施と

いうのは議論してなかった。 

○守井委員 議論はするという話だけ、３月までに決めるという話までした覚えがない。 

○川崎委員 現職議員で決めようというの議論して、私もその意見を言うたと思う。こういう６

月１日施行と言うから、何かずらしたほうがいいんかな、新人議員を入れたほうがええんかなと

かという、配慮が必要かなと思ったんですよ。 

○立川副委員長 スケジュールを見ていましたら、９月２８日、議会基本条例ということで、ロ

ードマップの作成、２０１８年３月をめどに議運中心でやりますというお話がされていますね。

ですから、そのとおりやられたらいいと思います。 

○尾川委員長 じゃあ、そういうことでよろしいですか。前行くということで、事務局、しっか

りよろしくお願いします。 

○掛谷委員 進め方について、ちょっと提案したいんですが、まず素案の素案、いわゆるたたき

台。３つ示してもらっていますよね。所沢市と可児市と、もともと栗山町の３つもろうとんです

よ。ほかにもあるんですよ。だけど、まず素案のたたき台、何もないとわからんから、それをま

ず正副議長、議運の正副委員長とでたたき台をつくってほしいと思うんです。それが全部を網羅

したものかどうか、それは別です。やっぱり物事はたたき台がないと、ああだこうだと言うて、

もう時間がたつだけなんですよ。だから、それを１番につくってほしいというのが１つ。その次

には、それを出してもろうたら、とりあえず会派でまとめてもろうて、それをいつまでかに出し

てもろうて、会派から出たものを議運でまとめて、まとめたものを最後、全員協議会でみんなで

議論して、ある程度決めていくと。そういう流れがいいんじゃないかなと思うとんですけどね。 
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              〔「賛成です」と呼ぶ者あり〕 

○尾川委員長 よろしいですか。そういう進め方で。 

○守井委員 他市の基本条例というのはもちろん参考にすればいいと思うんですけれども、今ま

で備前市が取り組んできたのはまちづくり基本条例を基準にして取り組んできたということで、

そのまちづくり基本条例等も見ながら、他市の状況も見ながら検討してまいりたいなというふう

に思います。 

○尾川委員長 それでは、４者でたたき台出せということなんですけど、そうは言わずにみんな

から意見がありゃあ、これはこれで……。 

○川崎委員 発言時間とかというのもあるんじゃけど、より簡潔な文章に、ああ、これじゃった

ら守れるなというような感じで、よそが長々としとるからじゃなくて、簡単にまとめてより自由

な議員活動プラス基本的な基準は守れるような、短い文章にするという結論で、できれば要望し

ておきます。 

○尾川委員長 事務局、何か質問ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なかったら、そういうことでよろしくお願いします。 

 まあそういうことで、何かそういうことで言うとあれですけど、進めると、頑張ってやると。

それで、正副議長、議運の正副委員長ということで、ある程度の案を出して、それを全議員がも

う一遍チェックすると、あるいは意見を出すという進め方でいきたいと思います。タイトですけ

ど、頑張ってやらざるを得ん。 

○鵜川議長 議長の名前も出ましたんで、ちょっと意見を。 

 それも一つの方法としては別に問題はないんですけども、私としては、会派の代表でもある議

運の皆さんですから、私は皆さんで素案をつくったほうがいいんじゃないかという意見です。 

              〔「つくるんじゃけど、たたき台が要るんじゃ」と呼ぶ者あり〕 

 そのほうが合理的だと思います、私は。また別のことを会派でというより、もう一括して、そ

ういった兼任されとるわけですから、そういった方が素案をつくるほうが合理的ではないんかと

いう私の意見です。 

○田口委員 私はとりあえず会派の代表じゃないんで、議長からいい提案をしていただけたとは

思うんですけど、そういうのもあるんで、やっぱり正副議長と委員長、副委員長で、たたき台な

らたたき台をつくっていただいて、それからここで。議長、ぜひよろしくお願いします。 

○尾川委員長 そういうことにさせていただいて、あとはふぐあいがあればまた追加であれとす

ると。もう全て今の４者で決めてしまうわけではないですから。流動的なもんですから、あくま

でもたたき台のたたき台というぐらいに、ええかげんにというんじゃなしに、そういう素案の素

案ということで進めさせていただくということにしたいと思います。事務局も御協力願いたいと

思います。 
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○石村議事係長 済いません。この制定に向けての案の中で、御決定をいただいたのは１１月定

例会中の日程ということで、１月以降の日程についてはまた今後の進行ぐあいということでよろ

しいですかね。 

○尾川委員長 よろしいですかね。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのようにいたします。 

次に。 

○石村議事係長 それでは、行事予定についてでございますが、ことしじゅうの行事予定につい

ては予定表のとおりでございます。 

 なお、先般選挙管理委員会から議長宛てに文書をいただいておりまして、新聞報道にもあった

んですけれど、備前市議会議員の一般選挙について、５月１３日告示の２０日投開票ということ

で御報告がありましたので、こちらに載せております。 

○尾川委員長 何か行事予定で御質問等ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、その次のその他で何かありませんか。 

○掛谷委員 ここだけですぐ結論というわけじゃないんですけど、２つ、ちょっとありまして、

１つは政務活動費の見直し、例えば１期４年でパソコンなんかは取得できる、赤磐市や瀬戸内市

はそうなっています。リースをすればいいんだけども、余りにも厳しい実情があると思います。

その他、例えば国への陳情なんかもしょっちゅうあるわけじゃないんですが、今後そういうこと

があれば、政務活動費でできるという改正があるんで、政務活動費の内容について、見直しを考

えていただきたいという案が１件。 

 もう一件は、報酬にかかわることなんですけども、報酬をアップするとなればいろいろ難しい

です。御存じのように、浅口市議会では、３５万円の報酬が４０万円に上げたようです、報酬審

議会は通さずに。私が言いたいのは、報酬を上げるかどうかという問題や常任委員会の委員長

は、私もやってみて相当の時間を費やしますし、常任委員会の委員長には、例えば１万円ぐらい

の手当を出してもおかしくはないと思いますし、これから選挙に若い人をやっぱり出していくた

めにも、やはり年金もないところで若い人が出てくるというのは非常に難しいわけですよ。だか

ら、世間並みの議員がどういう立ち位置になっているか、報酬なんかも少し上げてあげることも

本当に大事じゃないかと思っておりますので、そういう改革を議運で考えていこうではないかと

いう提案をしたいと思います。議会改革ですね、ある意味で。と思っているんで、きょう結論で

なくても結構ですんで、提言をさせていただいて、皆さんまた会派に帰られたりすると、こうい

う話があったんじゃということで、具体的に何か動きをされてはどうかということをその他でさ

せていただきましたので、お願いします。 

○田口委員 いやいや、もう掛谷委員の言われることはごもっともな話なんですけど、もう私ら
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任期がないんで、それこそ次へ申し送りをしていただきたいなと。当然のことですよ。国会陳情

に行って政務活動費が使えんような議会は、日本でも多分備前市だけじゃないですか。反対にこ

ういうことを言うと怒られるかもわからんけど、国会陳情に行かにゃああかんような事業をして

ない町もまた日本でここだけじゃないんかと思う。その辺も含めて、タブレットやパソコンの話

にしても、それはもうぜひとも変えていただいて、報酬は３５万円、４０万円言わずに５０万円

ぐらいにぜひ上げてもろうて、頑張ってもらうというふうなのも、検討課題としてぜひ次に送っ

たらええんじゃないかとは思います。 

○尾川委員長 申し送り事項でね。 

○川崎委員 関連して、以前全協で厚生年金加入の話がありました。ぜひそういう方向性はもう

望む方向で、そこをすぐにできないとしたら、私は、人口が減る中で報酬を上げるというのは非

常に厳しいなと。それより政務活動費の金額を、中身の検討とともに、政務活動費の支給額を上

げるほうが、まあこれは個人的な意見かもわかりませんけど、税制上も少々上がったって、税金

と国保料ががばがばとられて何しょんかなという感じなんですよ。政務活動費だったら実費とい

うことで課税対象になってないし、実質助かるわけですよ、議員の活動としては。じゃから、基

本条例の制定の流れに応じて、内容とともに金額の検討も、特に田口委員が言うたように、直接

議員にかかわることなんで、報酬とか政務活動費の中身を変えるというのは５月以降の新人議員

も含めて、少し基本条例を先行させて、そういう状況の整備については新人議員含めて中でやる

ということをぜひ申し送っていただきたいなと。 

○掛谷委員 申し送りでというんが、ただ単なる、ちょっとだけ具体的なものも入れてあげない

と、何もなかったらわからんのんで、多少今言った意見もつけて送ってあげないといけないと思

っています。よろしくお願いします。 

○尾川委員長 申し送り事項についてはもうちょっと先で。それはまたいろいろほかに、金額の

問題だけじゃなしにいろいろあると思うから。 

○守井委員 政務活動費の見直しというようものがこの間出たと思うんですけど、その話はどう

なっていますか。こちらで検討してからまた返事を返すようになっとんかな。 

○入江議会事務局次長 政務活動費の見直しについては、８月末の議運で、概要をお渡しして、

全てを網羅したもので考えるようにということで、ただいま手引きづくりに着手しております。

その際にも、これは次期の一般選挙後の議員さんを目途にということで考えるようにということ

でございましたので、そのような形で手続を、事務局の素案としてももうちょっとわかりやすい

ものをということでしたので、事務局としましては、政務活動費の手引きということで、今のも

のの改正案を順次用意しております。でき次第、まずは議運へお示しをしたいと思います。 

○尾川委員長 よろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかには。 
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○掛谷委員 議長、わかれば教えてほしいんですが、たしか議員の厚生年金加入にかわる意見書

を政府へ持っていっていたはずなんだけど、その後の進展はないんですか。 

○鵜川議長 私のほうへはその話はあれ以来伝わっていませんので、その辺、事務局からもし情

報があれば説明をさせます。 

○草加議会事務局長 地方議員の厚生年金への加入ということで、備前市議会のほうは意見書を

提出したところであります。全国市議会議長会においても、そういった厚生年金への加入につい

て、まだ意見書を決議されていない議会もありますので、それを促進するとともに、それから政

府のほうに要望したというようなことが先日機関誌に載っておったと思います。動きとしてはそ

れ以上のことは把握しておりません。 

○尾川委員長 ほんなら、ちょっとかわって。 

○立川副委員長 委員長かわります。 

              〔委員長交代〕 

○尾川委員長 来期の予算について、少し図書費をふやしてほしいんです。というのが、新人議

員、政務活動費があるということが前提なんですけど、必要最低限の本について、テキストとし

て配付するぐらいな予算をとってほしいんですけど。その予算計上をぜひ入れてもらいたいな

と、まず思うんですけど。 

              〔「具体的にはどういうふうな」と呼ぶ者あり〕 

 余り具体的に言うと当たりさわりがあるからちょっと控えとんじゃけど、一般的にバイブル的

な地方議会議員のハンドブックとかいうような本があるんですよ。それは当然、事務局としたら

政務活動費で購入したらという意見かもわかりませんが、政務活動費も特定の使用をされる議員

もおりますし、今度政務活動費の手引きができたらわかりやすくなるかもわからんですけど、そ

れよりも最低限の基本的なものをということで、議員も更新していくわけですから。そういった

予算に少し考慮をしてほしいなという思いです。 

○入江議会事務局次長 議会費につきましては、この末ぐらいが要求の期限でございまして、議

長、副議長に確認をとってから、要求段階ですが、定例会期中に必ず議運のほうへお示しをさせ

ていただきます。 

○尾川委員長 関連ですけど、瀬戸内市の図書室へ行くと、図書の広範囲な選択というの、非常

にすばらしいものがあるんですけど、やはり新庁舎もできて、図書室がどの程度か、大きさとし

ては図面見ただけじゃわからんのですけど、計画的に充足していかんと、すぐにすぐというて間

に合わんですから、そういう考えも入れてほしいと思います。 

○立川副委員長 事務局、何かありますか。 

○入江議会事務局次長 おっしゃるとおりです。 

○立川副委員長 いいですか。 

○尾川委員長 はい。 
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○立川副委員長 では、委員長かわります。 

              〔委員長交代〕 

○掛谷委員 議会における図書室が、新庁舎になると充実すると思いますし、充実させてほしい

んですよ。そういう意味で、平成３２年３月には新庁舎が完成する。そのときに図書室が一気に

増冊をするんかなと思ったりもするんですけど、ある意味で、新庁舎ができたときを想定して、

どれぐらいの蔵書とするんか、どういうジャンルのものをどういうふうに蔵書をするんかという

ところから、逆に計算してもらいたいんですよ。そうなると、委員長が言うように、来年度の予

算はここまで、どういうものを集めようかということになろうかと思うんですよね。いやあ、一

気にお金をそこで予算取ってやるんじゃというんだったら、それはそれでもいいんですけども、

やっぱり徐々にやられたほうがいいんじゃないかなと思って。ぜひ、今の図書の充実、全議員

が、例えば議員のハンドブックを持っとけばいいけども、図書室に行けば、１冊ないし２冊もあ

れば行って勉強すりゃあそこは必要ないわけです。そういう充実した書籍によって、議員は議会

の図書でしっかりと調査もできるし、政務活動費でそういったものを買わなくても違うものにま

た使えると。そういう意味では、ぜひ新庁舎のところをどういうふうなところまで持っていく

か、難しいんですけど、そっから逆算で考えてほしいなという意見です。 

○尾川委員長 答弁は。 

○入江議会事務局次長 おっしゃるとおりなんで。 

              〔「参考にしますよ」と呼ぶ者あり〕 

 はい。 

○尾川委員長 ほかにございませんか。 

○守井委員 新しい図書室の話と関連することなんですが、いわゆる議場とかいろんな細かい動

きが今後は出てくるんだろうと思うんで、図書室も含めて、それから議場の問題、控室の問題等

も含めて、議員の中で検討していただいて、細かい点も配慮していただけるような設計に早くし

てもらうということをまとめなきゃいけないんじゃないかなという提案をしておきますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。議場でもやり方というのが、ＩＣＴの関係をどうするとかとい

う問題も出てくると思うんで、その辺まとめていかにゃいけないと思うんで、意見がありました

らお願いします。 

○入江議会事務局次長 まずは設備の話と、それから今回だったら議員の控室、あるいは会派室

が部屋としては充実するんですけど、中身の話を、机だけでええんじゃろうか、いやいやそうい

う機具もいるんじゃないのか。図書室にしても、本棚がだらっと並んどるだけでいいのか、そう

じゃない、今で言えばパソコンルームみたいなものがあって、そこで調査研究ができるような図

書室というのが一般的なようでございます。また、進んでおるところはそのような形になってお

りますので、さまざま、事務局としては今考えているんですが、議運へ今お示しするようなもの

はないんですが、今後、必ずやっていかねばならないと思っております。 
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○尾川委員長 ほかにはありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 事務局のほうから何かありません。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以上をもちまして議会運営委員会を閉会いたします。 

 御協力ありがとうございました。 

              午前１０時４７分 閉会 

 


